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○初心者及びクレー射撃協会の C クラス相当の方。( 以下同時達成はそれぞれ進呈。) 
 

*初心者から参加した場合、4 ラウンド合計が初めて 50 点を超えた場合。 
*50 点達成後、若しくは経験者で 4 ラウンド合計が初めて 60 点を超えた場合。 
*当練習会で初めて 1 ラウンド 20 点を超えた場合。 
 
*上記を達成した方は、次は 1 ラウンド 20 点を 4 ラウンドの内 2 回超えた場合、 
*4 ラウンド合計が初めて 75 点を超えた場合。 
 
*その次は 20 点を 3 回超えた場合。 

 
○クレー射撃協会の B クラス相当もしくは、過去に B クラス相当だった方、及び上記の全 
  てを達成した方。 
  
 *当練習会で初めて 4 ラウンド合計が 80 点を超えた場合。 
 *これを達成した方は、次は目標が 1 点増え、達成するごとに 1 点増えます。 
 
○クレー射撃協会の A クラス相当もしくは、過去に A クラス相当だった方、及び上記の全 
  てを達成した方。 
 
 *当練習会で初めて 4 ラウンド 85 点を超えた場合。 
 *これを達成した方は、次は目標が 1 点増え、達成するごとに 1 点増えます。 
 
○上記４ラウンドは、当日の最初から連続しての４ラウンドです。 
 
○上記 3 クラスのどこから始めるかは、初回に参加していただいた時に判断致します。 
 
○いずれの場合も、同時達成した場合はそれぞれ進呈致します。 
 
○90 点以上に付いては、達成するごとに毎回進呈致します。 
○1 ラウンド満点の場合、達成するごとに毎回進呈致します。 
 
○連続 4 回参加の場合(年度をまたぐのも可)、皆勤賞の様な意味合いであり、達成するごと 
  に進呈致します。 
 
○交換できるのはご来店時、当店在庫のトラップ用 24g 散弾実包です。 
  価格の点は問いません。当店の通常の品揃えに無いものをご希望の場合は、ご連絡いた 
  だき、500 発ご購入いただけるならば、取り寄せます。 
  ただし、500 発では卸元と価格の交渉は出来ませんので、高価になることが有ります。 
○当日スコアの申告無しにお帰りいただいた場合は進呈できないことがあります。 
○使用できるのは発行日から 1 年以内です。譲渡は不可、換金は致しません。 
○今村が書き、今村のサイン若しくは今村銃砲店の印の有るものでなければなりません。 
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